
１　事業の目的

　コロナ禍における燃油価格の高騰により、特に影響を受けている林業・

木材産業経営体、特用林産物生産者の負担軽減のため、燃油高騰に係る

補助金を交付し、経営の安定を図るもの。

２　事業の内容

⑴対象者　

 以下の要件をすべて満たす林業・木材産業経営体、特用林産物生産者

① 市内に事業所を有する者であること。

② 林業機械、製材機械・木材乾燥等に係る燃料、又はしいたけ・なめこ

等の特用林産物の栽培における菌床の加熱殺菌、施設内の加温等に係る

燃料としてA重油、灯油又は軽油を使用していること。

⑵補助対象期間

 令和４年４月１日～令和５年２月28日

⑶補助金額

※補助単価については最大値が27円/ℓであり、実際に補助金として交付

３　提出書類等について

② 交付申請内訳書

③ 購入した燃料の種類、購入量、納品日が分かる書類(領収書、請求書等)

④ 口座振替依頼書　

⑤ 通帳の写し

(口座番号と口座名義が確認できるページ)

：いわき市林務課　林務係（特用林産物生産者）
  　　            林業振興係（林業・木材産業経営体）

：令和５年３月６日(月)

補助金申請にあたっての提出書類

 令和４年４月１日～令和５年２月28日までの間に納品された燃料の購入

量に下記の※補助単価を乗じて得た額。(100円未満切捨て)

燃料の種別 補助単価
Ａ重油 ２７円以内/ℓ
灯　油 ２７円以内/ℓ
軽　油 ２７円以内/ℓ

される額は、毎月の燃料の価格変動に応じて算出した補助単価に数量を
乗じた額となります。

① 補助金等交付申請書

提 出 先

提出期限

「林業・木材産業等緊急支援事業」概要

すでに口座登録済の方は提出不要です



４　よくあるご質問

  Q１：対象となる燃料は何ですか？

  林業機械、製材機械・木材乾燥等に係る燃料、又はしいたけ・なめこ等

の特用林産物の栽培における菌床の加熱殺菌、加温設備等の燃料として使

用するＡ重油、灯油、軽油です。

  木材・製材、特用林産物等の輸送用自動車に使用する燃料は対象外です。
 

  Q２：どのように申請すればよいですか？

 「３ 提出書類等について」に記載の書類をいわき市役所林務課の窓口へ

提出するか、郵送により提出して下さい。

　【送り先】

〒970-8686　いわき市平字梅本21番地　いわき市林務課

※令和５年３月６日(月)必着です。

  Q３：何故申請期限が令和５年３月６日(月)迄なのですか？

  Q４：補助金の申請から口座への振込までどのような手続きが必要ですか？

  Q５：実際に交付される補助金の額は交付申請額と同額ではないのですか？

  Q６：補助金等交付申請書に押印は必要ですか？

　補助金等交付申請書への押印は不要です。また、市から「補助金等交付
決定通知書」と同時に送付される「補助金等交付請求書」にも押印は不要
です。

　今回の補助金については、国の交付金を活用することから、国の規定に
より、令和５年３月31日までに事業所等の口座に振込を完了させる必要が
あるため、令和５年３月６日(月)迄としたものです。

  また、補助金は口座振込となりますが、事前に口座登録(債権者登録)が
必要となりますので、口座の登録がお済でない場合は、遅くとも令和５年
２月中旬迄に別紙「口座振替依頼書」及び「通帳の写し (口座番号と口座
名義が確認できるページ) 」 を林務課に提出してください。

　補助金の額については、納品された燃料の購入量に一律27円/ℓを乗じて
得た額(100円未満切捨て)で申請いただきますが、実際に交付される額は
毎月の燃料の価格変動に応じた補助単価を用いて算出した額となるため、
交付申請額より少なくなります。
　また、補助金の交付申請額が予算を超過した場合にも減額となる場合が
あります。
　なお、補助金の額は「補助金等交付決定通知書」により提示いたします。

　補助金の申請に必要な書類を提出いただいた後に、林務課で補助金の額
を算定し、「補助金等交付決定通知書」及び「補助金等交付請求書」を送
付いたしますので、事業所等の皆様は３月13日(月)迄に「補助金等交付請
求書」を林務課に提出願います。


